
‐1‐�

デ
ジ
タ
ル
が
拓
く
北
海
道
の
地
域
づ
く
り�

「地上デジタル放送推進総合対策」�
 
 
　総務省では、地上テレビジョン放送の平成23年（2011年）7月24日までのアナログ放送終了とデジ
タル放送への完全移行に向けて、実施すべき施策を整理し、「地上デジタル放送推進総合対策」（平成20
年7月策定、平成21年2月改訂）を策定しました。 
　当局は、平成21年3月31日に地上デジタル放送推進北海道会議が「地デジ」完全移行の推進に向けて
策定した「北海道の地デジ普及推進アクションプラン」を踏まえ、道内関係者との連携を図り、取組を
進めています。 
 
 
Ⅰ　国民に地上デジタル放送についてご理解いただくための取組�
 
1．必要な情報の徹底した提供�
　∏　放送を活用した周知の徹底等　　　π　地方公共団体等との連携 
　∫　アナログ受信機の誤購入防止等　　ª　国民運動の展開  
2．悪質商法対策�
　　北海道、北海道警察、消費者センターと情報共有を行い、実際に起きた悪質商法の事例をホームペ
　ージ等で紹介し、注意喚起をしています。 
3．相談体制の充実・強化�
　　「総務省テレビ受信者支援センター」（愛称：デジサポ）を札幌市、旭川市、釧路市、函館市の4カ
　所に設置し、地域の方々に対するきめ細かな説明会を行うとともに、希望者には戸別訪問等を行って
　います。説明会は高齢者、障がい者の方々を主な対象として、今年度内に道内全市町村において、町
　内会単位で開催する予定です。 
 
　◇デジサポのホームページ　http://digisuppo.jp/ 
　　『地域ごとの地デジ説明会開催日程』や「地デジ」視聴の環境が整っている 
　かをＷEＢ上で確認できる『地デジ診断』など役立つ情報が多数掲載されてい 
　ます。 
 
 
Ⅱ　受信側の取組�
 
1．受信機の普及�
　∏　簡易なチューナーの開発・流通の促進　　π　使いやすい機器の普及促進  
　∫　経済的に困窮している方への支援  
　ª　高齢者・障がい者等への働きかけ、サポート  
　・要介護世帯や高齢者のみの世帯等であって、地域での説明会に参加できない場合等については、戸
　　別訪問により、地上放送のデジタル化への対応をサポートしています。 
2．共聴施設の整備促進�
　∏　辺地共聴施設のデジタル改修促進　　π　受信障害対策共聴施設の改修促進  
　∫　集合住宅共聴施設の改修促進  
　・受信障害対策共聴施設のデジタル化に向けた当事者間の協議促進等を図るため、デジサポにおいて、
　　必要な受信調査を実施しています。 
　・集合住宅共聴施設の改修について、当局、デジサポ、関係業界等において、説明会の開催や個別の
　　働きかけを強化しています。 

平成23年（２０１１年）7月『地デジ』完全移行に�
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　・受信障害対策共聴施設、集合住宅共聴施設に対して、施設のデジタル化改修を促進するために、改
　　修等の費用の一部を補助することにより支援を強化します。 
3．公共施設における地上放送のデジタル化への対応�
　・公共施設における地上放送のデジタル化対応については、関係機関において、平成22年12月末まで
　　にすべての公共施設におけるデジタル化が終了することを目標として取り組んでいます。 
 
 
Ⅲ　送信側の取組�
 
1．デジタル中継局の整備�
　∏　中継局整備の促進 
　π　デジタル難視聴対策  
　・中継局ロードマップに示された中継局が着実に整備されるよう条件不利地域の中継局整備支援を含
　　め、引き続き取り組みます。 
　・条件不利地域の中継局整備支援策として、「電波遮へい対策事業費等補助金」の交付により自治体を
　　支援しています。 
　・アナログ放送を視聴できているにもかかわらずデジタル放送が難視聴となる（「新たな難視」）と推
　　定される世帯を調査・確定し、当該自治体に対策方法の説明等を行っています。 
2．デジタル混信への対策�
3．ケーブルテレビ等の活用�
　∏　ケーブルテレビ 
　π　ＩＰ再送信 
4．暫定的な衛星利用による難視聴地域対策�
 
 
Ⅳ　アナログ放送終了等にあたっての取組�
 
1．アナログ放送終了のための放送対応手順�
　∏　アナログ放送終了計画 
　π　アナログ放送終了のリハーサル 
2．アナログ放送終了のための体制整備�
　∏　地域レベルで関係者が連携する推進体制 
　π　廃棄・リサイクル 
　∫　政府をあげた推進体制の検討 
3．アナログ停波後のチャンネル切替�
�
 

地上デジタル放送に関する連絡先� 
　地上デジタル放送全般に関する質問、デジサポへの調査依頼、説明会の開催依頼は“総務省地上
デジタルテレビジョン放送受信相談センター”で受け付けています。 
◇電話：0570－07－0101（受付時間） 平日9時～21時／土日・祝日9時～18時�
※ＩＰ電話等、上記番号でつながらない場合は、03-4334-1111で受け付けます。�

向けた取組の促進�


